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１．地域障害児支援体制中核拠点適合確認項目

項番 添付書類 確認事項 添付書類

【証明となる物】　委員名簿や議事録等、参画をしていることが確認できる書類

・令和7年度　自立支援協議会　運営委員会名簿　及び　医療的ケア部会　議事録
・令和7年度　早期療育ネットワーク会議　委員名簿

【証明となる物】　指定通知書（複写）

・児童発達支援、保育所等訪問支援指定通知書
・保育所等訪問支援事業内容報告書

【証明となる物】　議事録や開催実績が確認できる書類

・宇治市児童発達支援事業所　連絡会議の開催

【証明となる物】　○指定通知書（複写）

・児童発達支援、保育所等訪問支援指定通知書

【証明となる物】　指定通知書（複写）

・指定障害児相談支援指定通知書

【証明となる物】　○第三者評価等の報告書
　　　　　　　　　　　（直近で受審した年度分）

・福祉サービス等第三評価事業における評価結果通知書

【証明となる物】　○研修計画　○研修実績
　　　　　　　　　　　※様式自由

・令和7年度研修計画書
・令和7年度研修実績

【証明となる物】　○該当する職員の資格を証明する書類　○実務経験証明書
※対象となる職種：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士、児童指導員

・対象となる者の実務経験証明書
・対象となる者の保育士証
※下記9とは異なる者を配置すること。

【証明となる物】　○該当する職員の資格を証明する書類　○実務経験証明書
※対象となる職種：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、心理担当職員、保育士、児童指導員

・対象となる者の実務経験証明書
・対象となる者の保育士証
※上記8とは異なる者を配置すること。

２．市町村評価

評価結果 評価日

地域障害児支援体制中核拠点として適合していることを確認 令和8年4月1日宇治市障害福祉課

評価者

○市町村及び地域の関係機関との連携
体制を確保しているか。

3
○地域の障害児通所支援事業所との連
携体制を確保しているか。

8
○主として包括的な支援の推進と地域
支援を行う者を配置できる体制があるこ
と。

有

有

有

有

有

9
○主として専門的な発達支援及び相談
支援を行う上で中心となる者を配置でき
る体制があること。

有

法人名

事業所名

住所

連絡先

メールアドレス

有

有

有

問い合わせ担当者

1

○幅広い発達段階及び多様な障害特性
に応じた専門的な発達支援及び家族支
援を提供する体制を確保しているか。

7

4
○ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝの推進体制を確保してい
るか。

6

2

5
○入口としての相談機能を果たす体制
を確保しているか。

○自己評価の項目について、外部の者
による評価を概ね年に１回以上受けてい
るか。

○従業者に対する年間の研修計画を作
成し、当該計画に従い、１年に１回以上
研修を実施しているか。
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